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令和 2年 7月 5日№ 799
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カ
ッ
ト

国
民
健
康
保
険

後
期
高
齢
者
医
療
制
度

　

70
歳
か
ら
74
歳
ま
で
の
国
民

健
康
保
険
被
保
険
者
の
方
に
交

付
し
て
い
る
『
国
民
健
康
保
険

高
齢
受
給
者
証
』
は
、
有
効
期

限
が
７
月
31
日
ま
で
と
な
り
ま

す
。
８
月
１
日
か
ら
の
新
し
い

高
齢
受
給
者
証
を
、
対
象
と
な

る
方
に
交
付
し
ま
す
。

・
８
月
１
日
現
在
の
年
齢
が
70

歳
か
ら
74
歳
ま
で
の
方
に
は
、

７
月
中
に
送
付
し
ま
す
。

・
８
月
２
日
以
降
に
70
歳
に
な

る
方
に
は
、
70
歳
到
達
月
の
中

旬
頃
に
送
付
し
ま
す
。
翌
月
の

１
日
か
ら
ご
利
用
い
た
だ
け
ま

す
。

○
高
齢
受
給
者
証
の
自
己
負
担

　

75
歳
以
上
の
方
（
ま
た
は
65

歳
以
上
で
一
定
以
上
の
障
害
を

お
持
ち
の
方
）
に
交
付
し
て
い

ま
す
、
後
期
高
齢
者
医
療
被
保

険
者
証
（
青
竹
色
）
は
、
有
効

期
限
が
令
和
２
年
７
月
31
日
ま

で
と
な
り
ま
す
。

　

８
月
１
日
か
ら
の
新
し
い
被

保
険
者
証
（
オ
レ
ン
ジ
色
）
は
、

７
月
下
旬
ま
で
に
簡
易
書
留
で

お
送
り
し
ま
す
。
な
お
、
８
月

１
日
か
ら
被
保
険
者
証
が
従
来

の
サ
イ
ズ
か
ら
カ
ー
ド
サ
イ
ズ

に
変
更
と
な
り
ま
す
。
お
間
違

え
の
無
い
よ
う
に
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

　

新
し
い
被
保
険
者
証
が
届
き

ま
し
た
ら
、
記
載
内
容
を
ご
確

認
の
う
え
、
ご
不
明
な
点
は
、

問
い
合
わ
せ
先
ま
で
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。

　

な
お
、
現
在
ご
利
用
の
被
保

険
者
証
は
、
８
月
１
日
か
ら
使

用
で
き
な
く
な
り
ま
す
。
有
効

期
限
が
切
れ
た
後
は
、
内
容
が

読
み
取
れ
な
い
よ
う
に
、
細
断

し
て
処
分
し
て
い
た
だ
く
か
、

住
民
課
総
合
窓
口
、
子
ど
も
家

庭
支
援
セ
ン
タ
ー
（
古
里
出
張

所
）
ま
で
ご
返
還
く
だ
さ
い
。

〔
有
効
期
限
〕

　

新
し
い
被
保
険
者
証
の
有
効

期
限
は
、
令
和
４
年
７
月
31
日

ま
で
と
な
り
ま
す
。

〔
負
担
割
合
〕

　

医
療
機
関
に
か
か
る
際
の
自

己
負
担
割
合
は
、
令
和
２
年
度

（
令
和
元
年
中
）
の
住
民
税
課

税
所
得
や
収
入
に
応
じ
て
、
１

割
ま
た
は
３
割
と
な
り
ま
す
。

○
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク

　
　
　
　
医
薬
品
に
つ
い
て

　

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
と

は
、
後
発
医
薬
品
と
も
呼
ば

れ
、
薬
に
よ
っ
て
は
新
薬
の
特

許
が
切
れ
た
後
に
、
新
薬
と
同

等
の
成
分
で
作
ら
れ
る
医
薬
品

で
す
。
安
全
性
や
効
果
も
実
証

さ
れ
て
お
り
、
新
薬
に
比
べ
て

低
価
格
で
利
用
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

　

こ
の
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品

を
利
用
す
る
こ
と
で
、
継
続
的

に
服
用
し
て
い
る
人
ほ
ど
、
薬

代
を
低
く
抑
え
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品

を
処
方
し
て
も
ら
う
に
は
、
ま

ず
医
師
や
薬
剤
師
に
相
談
し
ま

し
ょ
う
。

　

相
談
し
に
く
い
場
合
は
、
被

保
険
者
証
に
同
封
の
「
ジ
ェ
ネ

リ
ッ
ク
医
薬
品
希
望
シ
ー
ル
」

を
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

＊
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
を
希

望
し
た
場
合
で
も
、
新
薬
し
か

な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬

品
は
有
効
成
分
が
新
薬
と
同
じ

で
も
、
そ
の
他
の
添
加
剤
の
違

い
か
ら
、
今
ま
で
の
薬
と
比
べ

て
、
他
の
薬
な
ど
と
の
飲
み
合

わ
せ
が
変
わ
る
こ
と
も
あ
り
ま

す
。
詳
し
く
は
、
医
師
・
薬
剤

師
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
住
民
課

　
　
　
　
　

☎
83
‐
２
１
８
２

割
合
は
、
２
割
ま
た
は
一
定
以

上
の
収
入
が
あ
る
方
（
※
）
は

３
割
と
な
り
ま
す
。

※

住

民

税

課

税

所

得

が

１
４
５
万
円
以
上
で
、
同
じ
世

帯
の
国
民
健
康
保
険
加
入
中
の

70
歳
以
上
の
方
の
収
入
の
合
計

が
、
１
人
の
場
合
は
３
８
３
万

円
以
上
、
２
人
以
上
の
場
合
は

５
２
０
万
円
以
上
あ
る
方
は
、

３
割
負
担
と
な
り
ま
す
。

○
高
齢
受
給
者
証
の
有
効
期
間

・
令
和
３
年
７
月
31
日
ま
で

　

そ
れ
以
前
に
75
歳
に
到
達
す

る
方
は
誕
生
日
の
前
日
ま
で
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
住
民
課　

　
　
　
　
　

☎
83
‐
２
１
８
２

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
が
８
月
に
更
新
さ
れ
ま
す

国

民

健

康

保

険 

高

齢

受

給

者

証

が

　

　

８

月

に

更

新

さ

れ

ま

す

《
西
多
摩
医
師
会

　
　
か
ら
お
知
ら
せ
》

○
糖
尿
病
教
室
「
糖
尿
病
の
す

べ
て
が
学
べ
ま
す
」

〔
日
時
〕
毎
月
第
４
木
曜
日
・

午
後
１
時
30
分
～
午
後
３
時

（
７
月
、
12
月
は
第
３
木
曜
日
）

〔
会
場
〕
西
多
摩
医
師
会
館 

〔
費
用
〕
無
料
（
予
約
制
）

〔
対
象
〕
糖
尿
病
患
者
、
糖
尿

病
予
備
群
（
家
族
の
方
も
可
）

＊
マ
ス
ク
着
用
で
受
講

※
申
し
込
み
、問
い
合
わ
せ
は
、

(

一
社)

西
多
摩
医
師
会　

　
　
　
　
　
☎
23
‐
２
１
７
１


